
土石の堆積における許可手続き※１
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許可手続き

※１：土石の堆積とは一定期間を経過した後に除却することを前提とした行為で、ストックヤードにおける土石の堆積、工事現場外における建設発生土や

   盛土材料の仮置き、土石に該当する製品等の堆積、等が該当します。千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.107)

※２：災害の発生のおそれがないと認められる工事については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。（P.16）

※３：定期報告が必要な規模については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.45)

標

準

処

理

期

間

３

０

日

〈許可証交付〉

・許可証の交付（中間検査（特定工程）、立入検

査、定期報告の通知含む）

・許可後に施工所在地等を公開

許可権者（千葉市）

〈宅地造成・特定盛土等を行う計画〉

〈公共施設用地での造成〉

〈災害の発生のおそれがないと認められる工事〉 ※２

〈土石の堆積〉いずれかに該当する場合は許可申請が必要

・堆積高さ２ｍを超えかつ面積が３００㎡を超えるもの

・堆積面積が５００㎡を超えるもの

申請者（工事主）

〈事前相談〉〈事前相談〉

〈周辺住民への周知〉

〈許可申請書提出〉

〈工事着手〉

・工事着手届の提出

・工事許可標識設置

〈定期報告〉※３

・定期報告書の提出（３か月ごと）

〈除却完了確認〉

・確認申請書の提出

・除却完了書類の提出

〈確認済証の交付〉

許可手続き不要

許可手続き不要

許可手続き不要

〈審査〉

・住民への周知

・工事主の資力信用、工事施行者の能力

・地権者等の同意

・技術的内容

〈工事着手〉

・工事着手届受理

〈定期報告〉※３

・定期報告書の受領（３か月ごと）

〈除却完了確認〉

・確認申請書の受理

・工事完了書類の確認

・完了確認の実施

〈申請書受理〉

休日及び指摘事項等の補正期間は

標準処理期間に含みません


